
令和７年度　五條市建設工事等入札参加停止措置一覧表

商号又は名称 所　在　地
入札参加停止期間

（解除日）
入札参加停止措置理由・該当基準

1
新明和工業株式会社
流体事業部営業本部関西支店

大阪府大阪市淀川区宮原３丁目３番３１号　上村ニッセイビル
令和７年４月１６日から
令和７年５月１８日まで

入札参加資格者等が業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなさ
れ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる
とき。・別表第２－２－（２）・第５条第４項

2 株式会社福寿建設 奈良県香芝市真美ケ丘５－１８－２１
令和７年５月２１日から
令和７年１１月２０日まで

入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ず
に公訴が提起されたとして、建設工事等の契約の相手方として不
適当であると認められるとき。・別表第２－８－（３）

3 株式会社アトニス 奈良県北葛城郡広陵町安部３３６－１
令和７年５月２１日から
令和７年１１月２０日まで

入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ず
に公訴が提起されたとして、建設工事等の契約の相手方として不
適当であると認められるとき。・別表第２－８－（３）

4 株式会社葛井組 奈良県香芝市西真美２－２９－８
令和７年６月３０日から
令和７年１２月２９日まで

入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ず
に公訴が提起されたとして、建設工事等の契約の相手方として不
適当であると認められるとき。・別表第２－８－（３）

5 株式会社岡島電設工業 奈良県磯城郡田原本町宮古６９５－１
令和７年９月２４日から
令和７年１２月２３日まで

入札参加資格者等が建設業法の規定に違反し、又は、違反行為
の幇肋をしたとして、建設工事等の契約の相手方として不適当で
あると認められるとき。・別表第２－５－（２）イ

6 株式会社アルプス 奈良県吉野郡吉野町大字六田１２６４－２
令和７年１０月１７日から
令和７年１２月１６日まで

業務に関し、入札参加資格者等が、建設工事等の契約の相手方
として不適当であると認められるとき。・別表第２－８－（５）

7
スキャドロン株式会社
奈良南営業所

奈良県五條市西吉野町滝４０２
令和７年１０月１７日から
令和７年１２月１６日まで

業務に関し、入札参加資格者等が、建設工事等の契約の相手方
として不適当であると認められるとき。・別表第２－８－（５）
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